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7 	 物質関連障害

1．物質使用障害に介入することの意義と必要性

　一般的にわが国の平均的な精神科医療関係者にとって、物質関連障害患
者は「招かれざる客」である。まして、その乱用物質が違法薬物であった
場合には、「病者」というよりも「犯罪者」と見なされやすく、医療関係者
のあいだに、「最小限の治療をやるだけやって早く退院させよう」という気
運が生じやすい。その背景には、「精神病症状は医療の仕事だが、乱用・
依存は自己責任、ないしは司法で対応すべきこと」という認識があるのだ
ろう。
　その結果、これまでの精神科救急医療においては、ともすれば物質関連
障害患者の治療は、物質誘発性精神病を標的としたものに終始し、その基
底にある物質使用障害への介入はネグレクトされてしまいやすい。しかし、
これからの精神科救急医療はそれでは十分とはいえない。というのも、そ
のような精神科救急医療とは、身体科救急において、心筋梗塞による搬送
患者に対して、心筋梗塞に対する急性期治療だけを提供し、未治療の糖尿
病や高血圧が発見されても、「それは救急医療の仕事ではない」と、何の治
療や助言もせずに退院させるのと同じとなってしまうからである。むしろ
精神科救急医療においてこそ、物質関連障害に対して積極的に関与すべき
であると考えなおす必要がある。とりわけそれは、他害リスクと対峙する
措置入院において重要である。海外の司法精神医学的研究では、物質使用
障害と暴力との密接な関係を指摘する報告が数多く存在する。たとえば物
質使用障害の存在は、暴力リスクを5.9 ～ 15.1倍に高める１）、あるいは9.5
～ 55.7倍にまで高める２）、という報告がある。さらに、統合失調症や双
極性障害などの精神障害に物質使用障害が併存した場合には、暴力リスク
はいっそう高度なものとなり、薬物乱用・依存を併存する統合失調症患者

Ⅰ	精神科救急医療における物質関連障害への介入：総論

221-232_精神科救急ガイドライン_7章.indd   222221-232_精神科救急ガイドライン_7章.indd   222 2022/03/17   20:472022/03/17   20:47



223

7. 物質関連障害

では、暴力全般のリスクが18.8倍、殺人に限定した場合には28.8倍の高
さであるという1）。また、物質使用障害と統合失調症との重複障害患者は、
地域内処遇における服薬のコンプライアンスや治療へのアドヒアランスが
悪く、精神保健サービスからも脱落しやすいという指摘もある３）。

2．精神科救急医療で何をなすべきか

　精神科救急医療との遭遇は、物質使用障害からの回復という点から見て
も重要な意義がある。物質使用障害患者はしばしば、自身の問題を否認し、

「大した問題じゃない、生活に支障など出ていない」「その気になればいつ
でもやめられる」と事態を矮小化し、なかなか自発的に専門的治療にアク
セスしようとしない。しかしながら、物質使用によって重篤な精神症状が
出現し、非自発的な精神科入院をせざるをえない状況は、患者が自分の問
題と直面し、専門的治療に対する心理的抵抗感が減じる格好の機会とな
る。
　決して精神科救急医療の枠組みのなかで、薬物乱用・依存に対する系統
的な治療プログラム―心理教育や依存症集団療法―をやるべきだといいた
いのではない。許容される入院期間や病棟のマンパワーを考えれば、どう
考えてもそれは不可能である。しかし、退院後に依存症に対する専門治療
プログラムに確実につながれるように、本人や家族に心理教育や情報提供
をしたり、地域の関係機関に根回しをしたりすることならば、十分に可能
である。それから、物質関連障害とは別に併存する精神障害に関する精神
医学的評価も可能だろう。

3．患者が専門的治療を拒む場合にはどうしたらよいか

　とはいえ、依存症（＝使用障害）は「否認の病」である。患者自身が頑な
に物質使用障害に対する介入を頑なに拒むことも少なくないだろう。しか
し、たとえ精神救急病棟退院後に専門的治療にただちにつながらなかった
としても、非自発的入院中に、簡易な心理教育的な介入を行い、情報提供
をしておけば、退院後に再び同様な失敗をした際に、患者なりに事態を内
省し、自らの「否認」をやめる下地を準備することにはなる。
　また、たとえ患者本人が介入を拒んだとしても、家族に対する介入は十
分に可能である。なにしろ物質使用障害という問題は、「本人が困るより
先に周囲が困る」という特徴があり、治療はしばしば家族の相談からはじ
まる。さらにいえば、本人の治療意欲はたえず浮動していてあてにならず、
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せっかく専門的治療につなげてもすぐに治療を中断してしまう。しかし、
患者本人にくらべると家族の治療意欲ははるかに高い水準で安定してい
る。その意味では、本人にまったく治療意欲がない場合でも、家族に対し
て心理教育を提供し、家族をしかるべき相談機関に確実につなげるだけで
も、十分に意義ある介入となる。

　それでは、精神科救急医療の現場では、具体的にどのような医療サービ
スを提供する必要があるのだろうか？　
　本節では、厚生労働科学研究「精神科救急および急性期医療の質向上に
関する政策研究」（研究代表者：杉山直也）における筆者の分担課題（「精神
科救急及び急性期医療における薬物乱用および依存症診療の標準化と専門
医療連携に関する研究」）で作成した治療指針を提示する４）。

1．患者本人に対する医療

１）精神医学的評価を確実に行うこと
（１）物質使用障害の重症度の評価
　客観的な評価の指標として、自記式評価尺度を活用するのが便利であ
る。アルコールに関しては日本語版AUDIT（Alcohol Use Disorder 
Identification Test）が、薬物に関しては日本語版DAST-20 ５）が広く用い
られ、その有用性、妥当性が検証されている。日本語版AUDITについて
は久里浜医療センターのホームページ（https://kurihama.hosp.go.jp/
hospital/screening/audit.html）、DAST-20については国立精神・神経医
療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部のホームページ（https://
www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/reference/index.html）からダウン
ロード可能である。

（２）併存精神障害の評価
　物質使用障害に双極性障害や統合失調症などのほかの精神障害が併存す
る場合、他害行動のリスクが高まったり、退院後の地域における精神科治
療へのアドヒアランスが悪化する可能性が高まったりする。したがって、
併存精神障害を看過せず、正確な精神医学的評価にもとづいた治療計画を

Ⅱ	精神科救急医療で求められる物質使用障害の評価と治療
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策定することが重要である。

２）可能なかぎり簡易再発防止プログラムを実施することが望ましい
　精神科救急病棟における限られた入院期間においては、SMARPP

（Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program：せりが
や覚醒剤再発防止プログラム）６）などの系統的な依存症集団療法を実施す
ることは望めないが、それでも、薬物乱用・依存に関する心理教育や治療
動機の掘り起こし、回復のための社会資源に関する情報提供、ならびに、
個別もしくは少人数グループによる簡易な再乱用防止プログラムを実施す
ることは可能である。
　そのような介入に活用できるツールとしては、平成29 ～ 30年厚生労
働科学研究班「精神科救急および急性期医療の質向上に関する政策研究」

（研究代表者：杉山直也）の助成を受けて国立精神・神経医療研究センター
にて開発された、精神科救急病棟における薬物乱用・依存に対する簡易介
入プログラム「FARPP（First Aid Relapse Prevention Program）」があ
る。このプログラムは、すでに同院外来にて実施されてきたSMARPP-24

（全24セッション）をベースにして開発された、全４セッションの簡易版
SMARPPである。国立精神・神経医療研究センターでは、精神科救急病
棟入院中に週１回程度、個別ないしは２～５名程度の少人数で使用してい
る。なお、このワークブックのPDF版は、国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所薬物依存研究部のホームページからダウンロード可能であ
る（https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/reference/index.
html）。

３）退院後の関係機関との調整
　退院後には、原則として依存症治療体制（専門医がいる、あるいは、専
門プログラムがある）のある医療機関を通院先として選定し、退院後に治
療が途切れないように、関係者・患者本人との顔合わせや外出・外泊を活
用した退院前訪問指導、さらには保健所の通院支援の体制を整える。依存
症治療体制のない精神科医療機関に通院する場合には、すでに再発防止プ
ログラムを実施している精神保健福祉センター、あるいは、薬物乱用・依
存からの回復支援のための民間リハビリ施設につないだり、地域の自助グ
ループを活用したりするなどの方策もよい。ただし、こうした非医療的な
社会資源につなぐ際には、精神科医療機関での継続的フォローが必須であ
る。
　退院後の紹介先を検討するにあたっては、厚生労働省依存症対策全国セン
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ター（NCASA：National Center of Addiction Services Administration）
の ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/
treatment-map/）が参考になる情報を提供してくれる。そこには、国内
各地のアルコール、薬物、ギャンブル依存症に関する専門医療機関、なら
びに相談機関が地域ごとに提示されている。
　また、SMARPPに準拠した薬物依存症に対する依存症集団療法プログラ
ムは、国内精神科医療機関45 ヵ所と精神保健福祉センター 47 ヵ所、い
ずれもそれぞれおよそ40施設で実施されており、現在も拡大中であるが、
このプログラムの実施施設に関する情報については、国立精神・神経医療
研究センター精神保健研究所薬物依存研究部のホームページ（https://
www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/）７）で随時更新して提示されている。
　なお、近隣地域に依存症の専門医療機関や、依存症からの回復支援のた
めの非医療的社会資源がない場合には、できるかぎり入院先の医療機関が
外来フォローをすべきである。

2．家族に対する介入・支援

　すでに述べたように、薬物乱用・依存の治療はしばしば家族相談からは
じまり、家族が相談機関との関係性を維持していることは、本人の治療中
断を防ぐ効果もある。家族がこうした支援を受けずに、本人の薬物乱用・
依存に対して過度に自責し、あるいは、本人の問題行動に対して不適切な
尻ぬぐいをしてしまうことで、問題がいっそう深刻化してしまうこともあ
る。その意味で、家族は本人に対する影響力が最も強い社会資源の１つで
あり、家族に心理教育を提供し、本人に対して最も影響力のある存在であ
る家族が、本人に対するかかわり方を変えるのは、本人の治療上きわめて
重要である。
　家族に対する心理教育は情報提供が中心となる。その際、厚生労働省監
視・指導麻薬対策課作成のパンフレット『ご家族の薬物問題でお困りの方
へ』８）、平成29 ～ 30年厚生労働科学研究班「精神科救急および急性期医
療の質向上に関する政策研究」（研究代表者：杉山直也）の助成を受けて国
立精神・神経医療研究センターにて開発された、家族向けパンフレット

「FARPP（First Aid Relapse Prevention Program）ご家族のためのＱ&
Ａ」を活用するとよい。いずれのパンフレットも国立精神・神経医療研究
センター精神保健研究所薬物依存研究部のホームページよりダウンロード
可能である（https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/）。
　また、患者本人が退院後には、家族も地域の相談機関でサポートを受け
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続ける必要がある。家族に紹介すべき相談機関としては、各都道府県・政
令指定都市に少なくとも１箇所は設置されている精神保健福祉センターで
ある。精神保健福祉センターでは、依存症家族教室や依存症家族相談が行
われており、家族はそれらに継続的に参加するなかで、本人に対する受診
勧奨のコツ、治療中断時や再使用時の対応について知識を得ておく必要が
ある。
　なお、家族に対する介入・支援の考え方については、従来の「突き放し」
による「底つき体験」誘導から、CRAFT（Community Reinforcement and 
Family Training）９）のように、行動分析と家族の対応スキルの向上を目
指す支援へとシフトしている。

3．地域の関係機関との調整

　物質使用障害患者は治療中断が起きやすく、ことに入院治療から退院し、
地域移行に際して治療中断が生じやすい。こうした事態を避けるために、
入院中に、退院後に再発防止プログラムを利用する精神保健福祉センター
や民間リハビリ施設の職員と顔合わせをしたり、入院中に試験的なプログ
ラムに参加したりする、という方法は有効である。
　なお、物質使用障害の治療には、患者本人の主体的な治療意欲は欠かせ
ない。医療者側が理想とする治療計画を一方的に押しつけたところで、退
院後に患者によって実行されることは期待できない。そのため、患者本人
のニーズとの慎重なすりあわせを行い、双方が合意できる妥協点を探り、
実現可能性の高い退院後支援計画を策定する必要がある。

　精神科救急医療では、簡易尿検査などによって患者の薬物使用を知るこ
とがある。その際、医療スタッフは、守秘と犯罪告発とのはざまで対応に
苦慮することがあり、違法薬物使用に関する司法的対応は無視できない問
題である。
　精神科医療関係者のなかには、「刑罰を受けたほうが薬物依存症から回
復しやすいのではないか」と考える者もいるが、実はこれにはまったく根
拠がない。最近、わが国の法務省に蓄積された膨大なデータを分析した研
究10）は、その点できわめて重要な知見を明らかにしている。それは、刑務

Ⅳ	医療者が患者の薬物使用を知った際の司法的対応
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所を出所した覚せい剤乱用者は、これまでの刑務所服役期間が長ければ長
いほど、そして、刑務所服役回数が多ければ多いほど、再び刑務所に舞い
戻る可能性が高い、というものである。この研究を見るかぎり、刑務所が
薬物依存症からの回復に役立っているとはいいがたいように思われる。ま
た、近年、国連、世界保健機関、国連薬物犯罪事務所といった国際機関が、

「薬物問題を非犯罪化し、司法的問題でなく、健康問題として保健・福祉・
医療的支援の対象とすべし」といった声明を相次いで公表している。とは
いえ、わが国で医療するにあたり、国内法をまったく無視するわけにはい
かない。
　そこで、こうした司法的問題について、平成29 ～ 30年厚生労働科学
研究班「精神科救急および急性期医療の質向上に関する政策研究」（研究代
表者：杉山直也）において、精神科医療関係者、法曹関係者、保健行政関
係者との議論を通じて合意が得られた指針が示されている４）。本節では、
その指針を提示する。

1．臨床場面で患者の違法薬物使用が判明した際の対応

１）守秘義務遵守が原則
　わが国には、患者の違法薬物の使用に関して、医療者に警察への通報を
義務づけた法令は存在しない。したがって、通報しなかったからといって、
その医療者がなんらかの法令違反に問われることは、原則としてない。
　むしろ留意すべきなのは守秘義務の問題である。刑法第134条１項では、
医師などの医療者が、「正当な理由がないのに、その業務上知り得た秘密
を漏らしたときは、６月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規
定されている（秘密漏示罪）。その意味では、医療者としてまずは守秘義
務を優先することが望ましい。
　しかし、だからといって、医療者は患者の違法薬物使用を告発してはな
らないわけではない。最高裁判例11）によると、医師が、診療を通じて知っ
た患者の違法薬物使用を警察に伝えたことには、現に犯罪に当たる行為が
存在する以上、守秘義務を放棄するだけの「正当な理由がある」と見なす
ことができ、秘密漏示罪には当たらないとしている。結論としては、犯罪
の告発に関して医療者は裁量することが許容されているといえる。

２）医療者が公務員である場合の対応
　それでは、医療者が公的医療機関に勤務する公務員（もしくは、みなし
公務員）であった場合はどうであろうか？　公務員は、国家公務員法や地
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方自治体法によって守秘義務が課されているが、同時に、刑事訴訟法（以
下、刑訴法）第239条２項12）において「公務員の犯罪告発義務」も課されて
いる。
　実は、刑訴法が定める犯罪告発義務は、すべての公務員、すべての状況
に対して無条件に課せられているものではない。刑訴法の解説書には、公
務員であっても、「職務上正当」と考えられる理由があれば、守秘義務を優
先することは許容されること、たとえば医療や相談支援を本務とする公務
員の場合、治療や相談支援といった本務を遂行する必要から、患者の犯罪
行為を告発しないのは、「職務上正当」な行為である、という解釈が示され
ている13）。実際、依存症の診療では、薬物使用こそが病気の症状であって、
再使用は治療経過において必ず生じる出来事であり、いちいち告発してい
たら治療はできない。
　以上より、公務員であるか否かにかかわらず、医療者は、犯罪の告発に
関して裁量することが許容されており、医療者として最もよいと思う選択
をすればよいといえる。

2．患者の違法薬物使用に関して警察通報を検討すべき状況

　医療者、とりわけ医療機関の管理者には、患者の健康増進や回復を支援
する責務とともに、治療環境を安全に保ち、ほかの患者の治療を受ける権
利を守る責務もある。たとえば、ほかの患者への違法薬物の譲渡や販売、
使用の勧誘といった行為は明らかに治療環境の安全性を脅かす行為である
と考えられる。また、違法薬物の薬理学的影響により、患者が興奮状態を
呈し、患者自身、もしくはほかの患者や医療スタッフに危害を及ぼすおそ
れがきわめて切迫しているという状況も同様である。
　このような状況では、患者の違法薬物使用は、他者の権利を侵害するお
それがあり、犯罪を告発し処罰を求めることについて公益上の強い要請が
あると判断できる。よって、守秘義務を放棄する、「正当な理由」になると
考えられる。
　要するに、治療環境の安全が脅かされる場合には、医療者は警察通報を
積極的に考慮すべきかもしれない。

3．麻薬及び向精神薬取締法における麻薬中毒者届出について

１）麻薬中毒者届出制度とは？
　麻薬及び向精神薬取締法（以下、麻向法）第58条の２は、「医師は、診察
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の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに都道府県
知事に届け出なければならない」と定めている。この制度で注意しておく
べきなのは、つぎの３点である。

（１）届出先は、警察ではなく都道府県知事（実際には都道府県の保健所、
もしくは都道府県薬務課）である。

（２）「麻薬中毒者」といった場合の「麻薬」には、麻向法において「麻薬」と
して規制対象となっている薬物（モルヒネ、ヘロイン、コカイン、MDMA
など）に加え、大麻やあへんも含まれる。

（３）ひとたび「麻薬中毒者」と診断した場合にはすみやかに届出をする義
務があり、届出を怠った場合には罰則規定がある。
　医師が麻薬中毒者の届出をすると、当該患者は、麻向法による措置入院

（精神保健福祉法の措置入院とは別種のもので、精神病症状や自傷・他害
のおそれなどの要件は不要）の要否判断を受けるとともに、環境浄化（薬物
入手ルート摘発を行い、患者が薬物を入手できない状況にする）や監督の
対象となる。

２）麻薬中毒者届出制度の問題と現状における暫定的な運用
　麻薬中毒者届出制度には２つの問題がある。１つは、麻薬中毒者の定義
があまりにも不明瞭である、ということである。現代医学においては、中
毒という用語は「急性中毒」に限定して使用されているが、麻向法の条文
を好意的に解釈すると、「依存症に罹患する者」を想定していると推測する
ことは可能である。しかし、やはり漠然としている印象は拭えず、最終的
には、診断は医師の裁量によらざるをえないのが現実である。そしてもう
１つは、この制度による監督期間が保護観察などの刑事処分とくらべても
はるかに長期に及んでいる、ということである（十数年～数十年に及ぶ）。
これは、今日の精神保健行政における人権擁護感覚に照らして、異常な事
態といわざるをえず、早急な見直し・改正が必要であろう。
　以上の問題点をふまえ、現状では、あくまでも暫定的な運用として以下
の指針を提案しておきたい。すなわち、麻薬中毒者の診断は、薬物依存症
にくわしい精神科医が、過去の治療経過などの縦断的情報を総合したうえ
で慎重に診断すべきものである。そして、精神科以外の診療科、たとえば
プライマリケアや一般救急医療の現場において、拙速に麻薬中毒者の診断
を行うのは控えるべきである。
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　なお、2021年１～６月に厚生労働省が開催した有識者会議「大麻等の薬
物対策のあり方検討会」の最終報告書14）では、「麻薬中毒者届出制度は廃止
すべきである」という有識者の合意が明記されており、近い将来、本制度
は廃止される可能性が高いと思われる。
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